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発表の内容
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①  富士山における噴火対策の動向

②  新たな避難確保計画作成に向けた取り組み

③  富士山研での支援状況

④  関係機関と意見交換をした感想



富士山における最近の噴火対策の動向

3山梨県防災局作成の避難確保計画作成に関する説明会資料より抜粋



ハザードマップの大きな変更点：

想定火口範囲の拡大
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平成16年（2004年）ハザードマップ 令和3年（2021年）ハザードマップ

富士山研が作成した避難確保計画作成に関する説明会資料より抜粋



避難対象エリア設定の考え方
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富士山研が作成した避難確保計画作成に関する説明会資料より抜粋



富士北麓の避難対象エリア
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（溶岩流が3時間以内に到達）

（想定火口範囲）

（大きな噴石が飛散する範囲）
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ふじざくら支援学校

富士吉田市役所

富士河口湖町役場

富士山科学研究所

富士吉田市立病院



避難確保計画作成に向けた説明会
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◆ 計画作成に向けた説明会を山梨県防災局が開催中。

◆ 対象は計画作成の必要が発生すると見込まれる施設。

◆ 富士山研メンバーも出席し、富士山が噴火した際に

起きうる状況について説明。

◆ これまで3回、開催

  ①11月7日：学校・児童関連施設。

②11月10日：観光関連施設

③11月13日：保育園・幼稚園等

④11月15日：医療福祉施設



活火山法に基づく取り組みであることを説明

8山梨県防災局作成の避難確保計画作成に関する説明会資料より抜粋



協議会で調整していることも説明

9山梨県防災局作成の避難確保計画作成に関する説明会資料より抜粋



山梨県防災局が作成した計画雛型の表紙

約40ページの雛型を利用することで計画作成の労力が大幅に削減できることが期待できる。



富士山研メンバーが説明した資料の一部

11富士山研が作成した避難確保計画作成に関する説明会資料より抜粋



関係機関と意見交換をした感想
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◆  避難確保計画を作成する立場の方々の災害の経験が少なく、

災害時の状況を想像することが難しそう。

◆  富士山研の研究員が持ち回りで火山現象の説明をしている

が、約30分の説明で必要な情報を咀嚼することは困難。

◆  避難確保計画を作成する立場からすれば、火山現象よりも

災害時の行政等の支援体制を理解することの方が重要。

◆  雛型を提示することで計画を作成する負担は軽減できそう

だが、効果的な避難に役立つものにできるかは、注意深い

検討が必要。

◆  火山学者自体、避難確保計画の作成に役立つ知見が乏しく、

実践的な助言があまりできていない自覚がある。
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